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Ⅰ総則 

 

 

１－１．本解説と運用の趣旨  

本解説は、金 沢 市 総 合 治 水 対策条 例 、金沢市総 合治水 対策の推 進に関 す

る条例施 行 規 則 、雨 水 排 水 技 術基 準（合流 式下水 道区 域以外 ）に規 定す る

内容を解 説・補 完 す る こ と に より 、その趣旨 の正確 な 理解及び 適正な 運用

を図るこ と を 目 的 と す る 。  

 

本解説で は 、金 沢 市 総 合 治 水対策 条 例、金沢市 総合治 水対策条 例 施行 規

則、雨水排 水 技 術 基 準（ 合 流 式 下水 道区域以 外）は    で、また解 説の

うち重要 な 事 項 は      で 表 示し た。  

 

１－２．用語の定義  

(用語の意義 ) 

第 2 条  この 条 例 に お い て 、次の 各 号に掲げ る用語 の 意義は、当該各 号に

定めると こ ろ に よ る 。  

 (5) 開発事 業  次 に 掲 げ る 行為 を いう。  

ア  都市 計画 法 (昭 和 43 年 法 律第 100 号 )第 4 条第 12 項 に規定す る開発 行  

 為  

イ  建築 基準 法 (昭 和 25 年 法 律第 201 号 )第 2 条第 1 号に規定する 建築物

(以下「建 築 物 」と い う 。)の建 築 (同条 第 13 号に規 定する 建築をい う。)

又は建築 物 の 大 規 模 の 修 繕 (同 条第 14 号に規定する 大規 模の修繕 をい

う。 ) 

ウ  再生 可能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の利 用 の促進に 関する 特 別措置法 （平成 23

年法律第 108 号 ）第 2 条 第 2 項に規 定する再 生可能 エ ネルギー 発電設 備

の設置又 は 変 更 （ イ に 該 当 するも の を除く。 ）  

エ  駐車 場 (金 沢 市 に お け る 駐車場 の 適正な配 置に関 す る条例 (平成 18 年

条例第 6 号 )第 2 条 第 1 号 に規定す る 駐車場を いう。以 下同じ。)の新 設

又は既設 の 駐 車 場 に 係 る 土 地の区 画 形質の変 更 (ア又は イに該当 するも

のを除く 。 ) 

オ  土 地 の 舗 装 (土 地 を コ ン ク リ ー ト 等 の 不 浸 透 性 の 材 料 で 覆 う こ と を い

い、ア又 はエ に 該 当 す る も のを除 く 。 ) 
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ウ  再生 可能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設備 の 設置  

 再生可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備は、太陽光、風 力、水 力、地熱、バ イオ マ

ス等の発 電設 備 （ 附 属 設 備 を 含む ） をいう。  

 

オ  土地 の舗 装  

 土地を コ ン ク リ ート 等 の 不 浸透 性 の材料で 覆うこ と をいうが、具体的に

は 外 構 整 備 等 に よ っ て 従 前 よ り も 流 出 係 数 の 高 い 材 料 を 用 い て 行 う こ と

をいう。  

 

 

Ⅱ雨水排水計画協議における考え方 

 

 

２－１．開発事業の主体  

(雨水流出抑 制 施 設 の 設 置 等 ) 

第 10 条  

2 市長は、雨 水 流 出 量 の 増 加 の抑 制 を図るた め、国、県 その他公 共団体 (以

下「国等 」 と い う 。 )が 設 置 し 、又は 管理する 道路、 公 園、広場 その他 の

公共施設 に お け る 雨 水 流 出 抑 制施 設 の設置に 関し、国 等 に協力を 要請する

ことがで き る 。  

 

条例第１０条第２項は、国、県その他公共団体（以下「国等」という。）に対し、公

共施設における雨水流出抑制施設の設置に関し、協力を要請することができる旨を示

したものである。 

ここでいう「その他公共団体」としては、会計検査院が行う検査の対象団体、また

は、公共性・公益性の高い団体を想定している。 

協力を要請する具体的事項としては、総合治水対策の整備目標である年超過確率１

／１０以上の整備を要請する。また、その場合における抑制量の算出方法については、

２－４－１に記載している。 

 

 

２－２．雨水排水計画協議の対象事業  

雨水排水 計 画 の 協 議の 対 象 となる 事 業は、条例 第２条 第 ５号に掲 げる開

発事業に 該 当 し 、か つ 、当 該 事 業に係 る 面積が 1,000 ㎡以上のもので、かつ、

合流式下水道区域以外に事業地があることとなる。 
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２－２－１．開発事業の定義  

(用語の意義 ) 

第 2 条  この 条 例 に お い て 、次の 各 号に掲げ る用語 の 意義は、当該各 号に

定めると こ ろ に よ る 。  

 (5) 開発事 業  次 に 掲 げ る 行為 を いう。  

ア  都市 計画 法 (昭 和 43 年 法 律第 100 号 )第 4 条第 12 項 に規定す る開発 行  

 為  

イ  建築 基準 法 (昭 和 25 年 法 律第 201 号 )第 2 条第 1 号に規定する 建築物

(以下「建 築 物 」と い う 。)の建 築 (同条 第 13 号に規 定する 建築をい う。)

又は建築 物 の 大 規 模 の 修 繕 (同 条第 14 号に規定する 大規 模の修繕 をい

う。 ) 

ウ  再生 可能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の利 用 の促進に 関する 特 別措置法 （平成 23

年法律第 108 号 ）第 2 条 第 2 項に規 定する再 生可能 エ ネルギー 発電設 備

の設置又 は 変 更 （ イ に 該 当 するも の を除く。 ）  

エ  駐車 場 (金 沢 市 に お け る 駐車場 の 適正な配 置に関 す る条例 (平成 18 年

条例第 6 号 )第 2 条 第 1 号 に規定す る 駐車場を いう。以 下同じ。)の新 設

又は既設 の 駐 車 場 に 係 る 土 地の区 画 形質の変 更 (ア又は イに該当 するも

のを除く 。 ) 

オ  土 地 の 舗 装 (土 地 を コ ン ク リ ー ト 等 の 不 浸 透 性 の 材 料 で 覆 う こ と を い

い、ア又 はエ に 該 当 す る も のを除 く 。 ) 

 

条例第２ 条第 ５ 号 に お い て、ア～オ の ５つを開 発事業 と して定義 してい

る。各開 発事 業 に 該 当 す る か 否かの 判 断は、ア とイに つい ては建築 指導課 、

ウ、エ、 オに つ い て は 内 水 整 備課 に おいて行 うもの と する。  

 

２－２－２．開発事業の適用除外  

（開発事 業 の 雨 水 排 水 計 画 の 協議 ）  

第 14 条  

2 前項の規 定 は 、 次 に 掲 げ る行為 に ついては 、適用 し ない。  

(1) 通常の 管 理 行 為 、 軽 易 な行為 そ の他の行 為で市 長 が定める もの  

(2) 非常災 害 の た め に 必 要 な応急 措 置として 行う行 為  

 

(開発事業の 雨 水 排 水 計 画 の 協議の 適 用除外 ) 

施行規則第 4 条  条 例 第 14 条第 2 項第 1 号に規定する 市長が定 める行 為

は、仮設の 建 築 物 そ の 他 の 工 作物の 建 築その他 の土地 を 一時的な 利用に

供 す る 目 的 で 行 う 行 為 (当 該 利 用 に 供 さ れ た 後 に 当 該 行 為 前 の 土 地 利 用

に戻され る こ と が 確 実 な 場 合に限 る 。 )とする。  
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 開発事 業 と 該 当 す る 事 業 う ち、雨 水 排水計画 の協議 の 適用除外 となる事

業につい て 、 示 し た も の で あ る。 下 記にその 具体的 な 例を示す 。  

① 通常の 管 理 行 為  

舗装構 成 の変 更 を 伴 わ な い 舗装修 繕、住宅の庭 の土ま き、用途別面 積

の増減を 伴 わ な い 建 築 物 の 意匠の 変 更、用途 変更。  

 

② 軽易な 行 為  

10 ㎡以 内 の 庭 の 土 間 コ ン ク リート の 打設  

 

 

２－２－３．開発事業に係る面積  

(開発事業の 雨 水 排 水 計 画 の 協議 ) 

第 14 条  本 市 の 区 域 内 に お いて、 そ の面積が 1,000 平 方メート ル以上 の

土地に係 る 開 発 事 業 を 行 お うとす る 者 (以下「開 発事業 者」とい う。)は 、

あらかじ め 、 当 該 開 発 事 業 の実施 に 係る雨水 を排水 す るための 計画 (以

下「雨水 排 水 計 画 」と い う 。)を 記載し た書類 (以下「計画 書」とい う。)

を市長に 提 出 す る と と も に 、当該雨 水排水計 画につ い て、市長と 協議し

なければ な ら な い 。 当 該 雨 水排水 計 画の内容 を変更 し ようとす るとき

も、同様 と す る 。  

 

技術基準３．開発事業の雨水排水計画 

（１）協議先 

ア 面積が１，０００㎡以上１０，０００㎡未満の土地に係る開発事業は、開発事

業の場所が合流式下水道区域（図－１）の場合は金沢市企業局とし、その他の区域の

場合は金沢市と協議する。 

イ 面積が１０，０００㎡以上の土地に係る開発事業は、石川県と協議する。ただ

し、昭和４９年１１月４日以前から建築物等がある場合は、石川県と事前協議の上、

開発事業の場所が合流式下水道区域（図－１）の場合は金沢市企業局とし、その他の

区域の場合は金沢市と協議する。 

 

条例第１４条第１項は、雨水排水計画の協議対象となる面積要件について規定して

いる。開発区域の面積が 1,000m2 未満であっても、隣地等との利用状況を鑑み、一体と

した土地利用として判断出来るものについては、その隣地等も含めて１つの開発事業

とみなし、隣地等を含めた合計の面積で協議を要するか否かを判断する。 
なお一体とした土地利用として、下記ケースが該当するか否かを判断の目安とする。 

ア 開発事業に係る区域と隣地の所有者が同一である場合 

イ 開発事業に係る区域と隣地とに、雨水の行き来がある場合 
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ウ 開発事業に係る区域と隣地との境界において、防護柵等の仕切りがなく、

歩行者等の往来が容易である場合 
エ ２以上の開発事業が各々1,000m2 未満であっても、それら開発事業に係る区

域の面積の合計が 1,000m2以上となる場合 
オ 開発事業に係る区域と隣地との間に水路等で仕切りがあるものの、歩行者

等の往来を目的とした架橋占用がある場合 
カ 建築確認申請における仮想上の分筆である場合 
キ その他一体利用として認められる場合 

 

 

２－３．抑制量算出における算定基準日  

技術基準３．開発事業の雨水排水計画 

（２）雨水流出抑制施設の設置 

開発事業者は、当該開発事業に係る区域の開発事業の完了後における平均流出係数

と開発事業を行う前の状態における平均流出係数の差分による流出量を抑制する雨水

流出抑制施設を設置しなければならない。 

 

２－３－１．新たに雨水排水計画を提出し、協議する場合 
開発事業の前後における平均流出係数の算定基準日としては、技術基準の施行日で

ある平成２１年１０月１日を基本とするが、これによりがたい場合は、開発事業の着

手時点を算定基準日として取扱うことができる。再生可能エネ ル ギー発電 設備 の

算定基準 日は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １日 と する。  
 
２－３－２．従前までに提出した協議がある場合 

従前までに雨水排水計画について協議済みである開発事業地において新たな開発事

業を行う場合は、従前協議における開発前の用途別面積を用いたうえで、新たな雨水

排水計画における開発前の平均流出係数を算出するものとする。ただし、その際に用

いる工種別基礎流出係数は、現行の技術基準における値を用いて算出するものとする。 
 

 

２－４．計画降雨規模と抑制量  

技術基準３．開発事業の雨水排水計画 

（３）計画基準 

ア 計画降雨規模 

   計画降雨規模は、原則として年超過確率１／７以上とする。 

エ 抑制量の算定方法 

・抑制量Ｖ（m3） 

開発後の平均流出係数（Ｃ１）より求めた開発事業地の土地からの流出量（Ｑ１）
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と、開発前の平均流出係数（Ｃ２）より求めた開発事業の土地からの流出量（Ｑ２）

との差分の１時間以上の抑制量とする。 

Ｖ＝（Ｑ１―Ｑ２）×60×60（m3） 

Ｑ１＝1／360×Ｃ１×4,370／(t+28)×А×1／10,000 

Ｑ２＝1／360×Ｃ２×4,370／(t+28)×А×1／10,000 

А ：開発事業の面積（㎡） 

Ｃ１：開発後の平均流出係数 

Ｃ２：開発前の平均流出係数 

ｔ ：流入時間（５分） 

 

 

２－４－１．国等が開発事業者である場合の抑制量の算定方法 

開発後の平均流出係数（Ｃ１）より求めた開発事業地の土地からの流出量（Ｑ１）

と、開発前の平均流出係数（Ｃ２）より求めた開発事業の土地からの流出量（Ｑ２）

との差分の１時間以上の抑制量とする。 

Ｖ＝（Ｑ１―Ｑ２）×60×60（m3） 

Ｑ１＝1／360×Ｃ１×4,754／(t+28)×А×1／10,000 

Ｑ２＝1／360×Ｃ２×4,370／(t+28)×А×1／10,000 

А   ：開発事業の面積（㎡） 

Ｃ１ ：開発後の平均流出係数 

Ｃ２ ：開発前の平均流出係数 

ｔ   ：流入時間（５分） 

 

 

２－５．直接放流区域が発生する場合の取扱い  

原則、雨水流出抑制施設には開発区域内の雨水を全て流入させなければならない。

ただし、開発事業箇所の地理的条件等を考慮し、やむを得ず直接放流せざるを得ない

区域が発生する場合は、別途協議するものとする。 

なお、この場合においても、開発事業前の土地からの流出量（Ｑ２）と直接放流と

なる流出量を比較、考慮しながら、直接放流となる流出量を可能な限り低減させるも

のとする。 

  



7 
 

２－６．各工種別基礎流出係数  

 

技 術 基 準 （ ３ ） 計 画 基 準  イ は 、 平 均 流 出 係 数 の 算 定 式 及 び 工 種 別 基 礎

流出係数 を 述 べ た も の で あ る 。  

工種別面 積 の 算 定 に あ た り 、屋根の 面積につ いては、水平投影 面積に よ

るものと し 、 庇 や 出 窓 、 ベ ラ ンダ 等 も屋根面 積に計 上 するもの とする 。  

再生可能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備にお い て、建 物（屋 根）や 舗装など はこれ

までどお り の 流 出 係 数 を 用 い 、各々 の発電設 備（ 太陽 光パネル 、風 車 、タ

ービンな ど）及 び附 属 設 備（ 制御 盤、変 電設備 、配管（配 線 のみは除 く）、

ボイラー 、 タ ン ク 、井 戸 な ど ）の 流 出係数は ０ .９０を 用いる。  

 た だ し 、 設 備 基 礎 や 配 管 が 地 下 埋 設 さ れ た 上 に 覆 土 や 芝 地 に し た 場 合 、

地表面状 態 の 流 出 係 数 を 用 い る。  

また、技術 基 準 に 記 載 の な い工種 の 流出係数 につい て は、下記の とおり

とする。  

工種別基礎流出係数 

池、プール等の水面・・・・・・・・・・・・・・・・１．００ 
コンクリート舗装、インターロッキング・・・・・・・０．８５ 

技術基準３．開発事業の雨水排水計画 

（３）計画基準 

イ 平均流出係数（Ｃ） 

平均流出係数の算定式は、次式のとおりとする。 

Ｃ＝Σ（Ｐｉ × Ｃｉ） 

Ｃ   ：平均流出係数 

Ｐｉ ：工種別面積比率 

Ｃｉ ：工種別流出係数 

 

工種別基礎流出係数 

 

 

 

 

注）再生可能エネルギー発電設備（太陽光パネル等）及び 
    附属施設（制御盤、変電設備、配管等）をいう。 

工種 流出係数 

屋根 ０．９０ 

舗装・タイル ０．８５ 

公園・芝地 ０．２０ 

間地・空地・畑 ０．２０ 

透水性舗装 ０．４０ 

水田 ０．２０ 

太陽光発電設備等注） ０．９０ 
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（将来の利用形態が不明な）分譲宅地・・・・・・・・０．８８ 
技術基準及び上記において掲載のないもの・・・・・・別途協議 

 

 

２－７．土地区画整理事業地内における開発事業 
従前までに本市と雨水排水計画の協議を完了している昭和４９年以降に着手した土

地区画整理事業地において、開発事業を行う場合は、雨水流出抑制施設の設置は不要

とする。ただし、これが雨水抑制施設の積極的な設置を妨げるものではないことに留

意されたい。 
また、雨水排水計画の協議がなされていない昭和４８年以前に着手した土地区画整

理事業における開発事業については、その他開発事業と同様に雨水排水計画について

協議を行うものとする。 
 

 

２－８．浸透施設の設置における留意事項 

技術基準３．開発事業の雨水排水計画 

（３）計画基準 

キ 浸透施設の設置について 

浸透効果が見込める範囲については、図－２とする。 

 

浸透施設については、技術基準において浸透効果が見込める範囲（図－２）にある

ＡゾーンまたはＢゾーンにおいてのみ、設置出来るものとする。 

また、設置する際の各浸透施設の浸透量の算出方法については、別途協議するもの

とする。 

 

 

２－９．透水性舗装を使用する際の舗装構成 

 透水性舗装を採用する際の舗装構成を参考までに下記に示す。なお、透水性を低下

させるプライムコートは原則設けないこととする。 

 *（カッコ）内は、大型車の乗入れが多い場合 

 * 路盤は、再生砕石を使用しないこと     

図－駐車場における透水性舗装の断面例 
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Ⅲ雨水流出抑制施設の構造 

 

 

３－１．貯留施設 

技術基準３．開発事業の雨水排水計画 

（３）計画基準 

ウ 雨水流出抑制の方法 

雨水流出抑制施設は、貯留施設、貯留施設と浸透施設の組み合わせ等 

とする。また、貯留施設は原則として自然放流とする。 

 

カ 放流口の算定方法 

雨水流出抑制施設は、貯留施設、貯留施設と浸透施設の組み合わせ等 

とする。また、貯留施設は原則として自然放流とする。 

技術基準４．その他 

（１）雨水流出抑制施設は、開発事業に係る区域内で、かつ良好な維持管理が可能な 

場所に設置しなければならない。 

 

調 整 池 等 の 雨 水 流 出 抑 制 施 設 の 設 計 に あ た っ て は 、 使 用 目 的 と の 適 合

性、構 造物の 安 全 性 、耐 久 性 、施 工 品質の確 保、維持 管理の確 実性及 び 容

易さ、環 境 と の 調 和 、 経 済 性 を考 慮 しなけれ ばなら な い。  

雨水流出抑制施設の設置の際、その構造細目の決定にあたっては下記項目に留意す

る。 
 

３－ １ －１ 調 整 池 の 構 造  

下記事項は、開発事業完了後、金沢市に帰属、管理の引継ぎを予定されている施設

を対象とし、主に宅地分譲等を目的とした開発行為（土地区画整理事業等の大規模な

ものは除く）を行う際に設置する調整池の構造について示す。 
 

ア 調整池 
 全体配置 

調整池は、道路に接するものとする。調整池の擁壁と調整池に隣接す

る宅地の擁壁を兼用してはならない。 

 
 全体構造（形状・材質） 

調整池は、耐久性及び水密性を有するものとし、原則として現場打ち

コンクリート構造とする。目地部分には、漏水防止のため止水版を設置

し、１ｍ以上の土圧を受ける場合は、構造計算書を添付する。 
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調整池本体の形状は、長方形、又はこれに近い形状とし、短辺と長辺

との比は１：３程度を上限とする。Ｔ字・Ｌ字形状のものは原則認めな

い。 

底打ち厚さは１５ｃｍ以上とし、地下水の影響を受ける場合は浮力を

考慮した厚さとする。 

 

 放流形式 
調整池の排水方式は、自然放流方式を原則とし、ポンプ排水方式は原

則認めない。ただし、金沢市に管理、引継ぎを予定しない調整池の排水

方式については、この限りではない。 

 

 フェンス 
調整池等の貯留施設の周囲には、高さ１．１ｍ以上のフェンスを設置

するものとし、配色の選定にあたっては、周辺環境を考慮した上で、決

定するものとする。 

 

 門扉 
調整池の入口には、スロープの幅員に応じた内開きとなる門扉を設置

するものとし、鍵については、指定された製品を使用する。 

 
 スロープ 

調整池内における塵芥除去作業等の維持管理用スロープの幅員は原則

２．５ｍ以上とし、スロープの勾配は１２％以下とする。 

 
 オリフィス 

オリフィスの位置を決定する際には、放流先より水が逆流しないよう、

かつ、調整池内に雨水が滞留しないよう十分に検討のうえ、決定するも

のとする。また、放流口は容易に構造を変えることができないコンクリ

ート構造とし、最小径は４０㎜以上とすること。 

 
 スクリーン 

落葉、流木、塵芥等によって、オリフィスが閉塞しないよう、スクリ

ーンを設置するものとする。網目については、スクリーンの上面を粗く、

側面を細くする。スクリーンは、腐食しないステンレス製とする。 

 
 泥溜め 

放流口付近に調整池及びスクリーンの規模に応じた泥溜めを設置する

ものとする。 
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 導水溝 
 貯留施設には、放流口に集水するように底部に導水溝を設け、底部に

は１％程度の勾配をつけるものとする。 

 

 余水吐き 
調整池からの溢水等を防止するため、余水吐きを設置するものとする。

設置箇所については、別途協議するものとする。 
 

 看板 
 調整池入り口付近には、調整池名、調整池の施設概要、管理者名を明

記した看板（レイアウト例：参考図）を設置する。大きさは、Ａ３サイ

ズ以上とし、プラスチック又は金属製のものとする。 

 
 その他 
 貯留容量が少量で専用調整池を設置することが不適当な場合は、別途

協議とする。瑕疵担保期間は、引継ぎを受けた日から２年間とする。 

 

 
【参考図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
調整池看板レイアウト例 

○○○号調整池 
 

この調整池は、○○事業に伴う防災上の調整池です。 
 

記 
 

１．堤 防 体  専用調整池 洪水調節容量○.○○㎥ 

２．放 流 施 設  最大放流量○.○○○㎥/sec 

オリフィス φ○○㎜(又は□○○×○○㎜) 

３．余水吐施設  Ｗ＝○○ｍ、Ｈ＝○．○ｍ 

４．その他施設  取付水路等雨水排水対策施設一式 

５．設 置 年 月  令和○○年○○月 

 

管理者 金沢市 
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